
別紙様式（第８関係） 

条件付一般競争入札説明書 

 

１ 入札参加資格 

 (1) 岩手県内に主たる営業所を有する者であること。 

(2)  次に掲げる条件を満たしていること。 

  ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の４

第１項の規定に該当しない者であること。 

  ② 政令第 167 条の４第２項の規定による本町の入札参加制限を受けていない者である

こと。 

  ③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を

受けている場合は除く。）でないこと。 

  ④ 事業者の代表者、役員（執行役員含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者

等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団（同法

同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有している

者でないこと。 

  ⑤ 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 

２ 入札参加資格が認められない者に対する説明 

(1)  入札参加資格がないと通知があった申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結

果通知書により通知のあった日から令和８年３月25日（水）までの間、書面（様式任

意）によりその理由の説明を求めることができる。 

ア 提出期限 令和８年３月25日（水）の午後５時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除

く。以下同じ。） 

イ 提出場所 公告で指定した申請書の提出先 

ウ 提出方法 書面（様式任意）は持参、電送又は郵送による。 



(2) (1)への回答は、入札日前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

３ 仕様書の閲覧 

ホームページに掲示する。 

 

４ 契約成立要件 

(1) 落札者の決定後、この入札に付する契約書を作成し、契約が確定するまでの間におい

て、当該落札者が１（２）各号に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合、又は

満たさないと足りる確認がなされた場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 

 

５ その他 

(1) 手続における交渉は無いこと。 

(2) 提出された書類は返却しないこと。 

(3) 提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(4) その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。 

(5) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。 


